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教職課程ガイド



教職課程

　本学教職課程における目的は、教育基本法の理念の下、本学での専門教育を基

盤とし、これからの社会に相応しい美術科教員の養成を行うことにあります。教

育に対する深い洞察力、中学校・高等学校の美術教育に対する使命感と責任感を

備え、そのために必要な資質、知識、能力の獲得を目指します。
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（1）履修計画を立てる
教員免許状取得を目指すには、所属コースの卒業に必要な単位数のほかに、教職課程で必要となる科目を
修得することになりますので、履修期間は標準で3年間です。編入学でも卒業と同時の免許状取得までに3
年以上かかる場合が十分にありえますので、履修計画を立てることはとても重要です。airU学習ガイド、『教
職課程ガイド』およびシラバスを熟読したうえで、まずは履修計画を立てましょう。

　【特に注意いただきたい事項】
①TR科目の課題の提出形態
教員免許状取得要件で定められているテキストレポート科目（TR）の提出期間は年4回です。「教職に
関する科目」のTR科目の提出形態はairUのみとなっており、郵送・窓口では受付しておりませんので、
締切時間等にはくれぐれも注意してください。各科目の提出形態や提出期間等は必ずシラバスで確認
してください。

②履修の前提条件の確認
教職課程の科目には履修の前提条件が定められている科目があります。履修の前提条件を満たさなけ
れば、履修することはできません。必ず各科目のシラバスに記載の履修の前提条件を確認して履修計
画を立てましょう。

③卒業研究・卒業制作に着手されている方の履修
卒業判定にかかる方は卒業関連科目以外の科目を冬期（1月～3月）に履修することはできません。これ
は教職課程（教職に関する科目・教科に関する科目・免許法施行規則第66条の6の科目）においても同
様ですので、履修計画を立てる際は留意してください。ただし、「教職実践演習（中・高）」のみ冬期開
講科目のため、履修の前提条件を満たされている場合は卒業判定にかかる方の履修を認めています。

（2）各種申請手続きの確認
教育実習校の確保や教員免許状申請、介護等体験申込など重要な手続きが多くありますので、『6.申請

が必要な各種手続』を参照して手続方法や申請時期などを確認しましょう。

（3）ティーチング・ポートフォリオの作成
教職課程では、教職関連科目の履修開始から教員免許状取得までの間、各自で「ティーチング・ポートフォ
リオ」の作成をします。教職関連科目全体の履修状況を把握し、自分が教職課程の各科目の中で何を学ん
だのかを振り返るとともに、今後どのような学習が必要なのかを自分で考える手がかりとすることを目的
に作成します。作成した「ティーチング・ポートフォリオ」は教育実習を終えた卒業年次に受講する「教職
実践演習（中・高）」で提出が必要です。書式をairU学習ガイドよりダウンロードのうえ、『11.「ティーチン

グ・ポートフォリオ」の作成』を確認してください。
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1. 学習を始めるにあたって
教職課程では、airUマイページを利用して履修を行いますので、インターネット環境の整ったパソコンが必
要です。システム要件はairU学習ガイドで確認してください。

【教職課程について】
教育職員免許法・同施行規則の改正に伴い、本学通信教育部では2018年度入学生をもって以下の教職課程
は廃止となりました。【中学校教諭一種免許状（美術）、高等学校教諭一種免許状（美術）】
なお、教職課程登録者につきましては、在籍年限を迎えられますと教員免許状を取得することができませ
んので、留意してください。



2. 取得できる教員免許状
・中学校教諭1種免許状（美術）
・高等学校教諭1種免許状（美術）

3. 教員免許状取得要件
本課程で教員免許状を取得するためには、以下①～④全ての要件を満たすことが必要です。

①基礎資格 1種免許状の取得には学士の学位（大学の卒業資格）を有することが必
要です。

②免許法第5条別表第1第3欄に
定める科目

教育職員免許法第5条別表第1第3欄の科目（教職に関する科目、教科
に関する科目、教科又は教職に関する科目）のそれぞれに定められた
単位を修得することが必要です。

③免許法施行規則第66条の6に
定める科目

上記の他、特に教員免許状取得に必要な科目として、「日本国憲法」（2
単位）・「情報機器の操作」（2単位）・「外国語コミュニケーション」（2単
位）・「体育」（2単位）が省令で定められています。

④介護等体験 介護等体験終了時に発行される証明書の原本が免許状申請時に必要
となるので、介護等体験が必要です。

【注意事項】
・本課程では卒業後に免許状取得に必要な科目のみを履修することはできませんので、在籍期間内に本課
程の履修が完了できるよう学習を進めてください。また、教職課程は一度受講登録（受講登録料を納
入）すれば在籍期間内有効ですので、毎年の受講申込手続や受講登録料を納入する必要はありません。
ただし、関連法規や制度が変更となった場合はこの限りではありません。なお、芸術教養学科および
アートライティングコース、イラストレーションコース、書画コースへコース変更された場合は教職課
程の科目を履修することはできません（受講登録料の返還はできません）。

・本学通信教育部では、教育職員免許法5条別表第1の規定にしたがって教員免許状を取得する方法に準じ
た開講科目になっています。それ以外の法令等を適用して教員免許状を取得しようとする場合、ご自身
で情報収集を行ったうえで、修得すべき単位数・科目、修得方法について免許状を申請する都道府県教
育委員会に確認してください。なお、免許状申請も個人で行っていただくことになります。
 〈第6条別表第3〉
　すでに美術の中学校2種免許状を持っており、教職経験年数をもとに美術の中学校1種免許状を取得す
　る場合等の規程

　　 〈第6条別表第4〉
　他教科の免許状をもとに、美術の免許状を取得する場合の規程

　　 〈第6条別表第8〉
　教職経験をもとに、すでに取得している免許状の隣接校種の免許状を取得する場合の規程
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4. 教員免許状取得に必要な科目
　（1）教職に関する科目　芸術学科・美術科・デザイン科コース共通

免許法による科目区分 本学開講授業科目名 科目コード 科目区分 単位数 S/T
区分※1 備　考

教職の意義等に関する科目 教師論 22601

教
　
　
職
　
　
科
　
　
目

2 TR
教育の基礎理論に関する科目 教育原理 22602 2 TR

教育心理学 22603 2 TR
教育制度論 22604 2 TR

教育課程及び指導法に
関する科目

教育課程論 22605 2 TR
美術科教育法Ⅰ 22606 2 TR
美術科教育法Ⅱ 22003 2 S
道徳教育の理論と実践 22621 2 TR 旧科目名※2

「道徳教育の研究」　

特別活動の指導法 22622 2 TR 旧科目名※2
「特別活動の研究」　

教育方法 22610 2 TR
生徒指導、教育相談及び進路指
導等に関する科目

生徒・進路指導論 22623 2 TR 旧科目名※2
「教育指導」

教育相談 22612 2 TR

教育実習
教育実習事前指導 22006 0 S
教育実習 22007 5 S

教職実践演習 教職実践演習（中・高） 22005 2 S ※3
介護等体験 20001 0 S ※4
必要単位数計（必修） 31単位

※1：TR：テキストレポート科目／ �S：スクーリング科目
※2：旧科目で単位修得済の場合は履修不要
※3：2012年度までに「総合演習」を単位修得済の場合は履修不要
※4：��介護等体験が履修不要・免除についてはp.16参照

　（2）教科に関する科目（美術）　▶airU学習ガイド>10.資格　参照
　�絵画（映像メディア表現を含む。）、彫刻、デザイン（映像メディア表現を含む。）、工芸、美術理論及び美術
史（鑑賞並びに日本の伝統美術及びアジアの美術を含む。）の5つの区分にわたって、所属コースごとに定め
られた科目・単位を修得することが必要です。教科に関する科目はairU学習ガイドに掲載していますので
必ず確認してください。

　（3）免許法施行規則第66条の6に定める科目　芸術学科・美術科・デザイン科コース共通

免許法による科目区分 本学開講授業科目名※1 科目コード 科目区分 単位数 S/T
区分※2 備　考

日本国憲法 日本の憲法 18034

総
合
教
育
科
目

2 TR 旧科目名※3
「憲法」

情報機器の操作 情報 18005 2 TR
旧科目名※3
「情報基礎（パソ
コン入門）」

外国語コミュニケーション 英語1Ａ 11001 1 S

外国語1 18002 2 TR 旧科目名※3
「英語1B」

体育 体育理論 18051 2 TR

体育実技 11007 1 S

必要単位数計（必修） 10単位

※1：各科目の詳細はシラバスを参照
※2：TR：テキストレポート科目／ S：スクーリング科目
※3：旧科目で単位修得の場合は履修不要

4



5. スクーリング日程
スクーリング科目の申し込みは3ヶ月ごとに募集を行います。airU学習ガイドの申込スケジュールを確認
し、期日内にairUマイページにて手続きをしてください。また、受講許可が出た後はキャンセル時期により
10～100％のキャンセル料が発生します。詳細はairU学習ガイドを参照してください。なお、「美術科教育法
Ⅱ」の追加募集期間は短いので注意してください。

配当
年次 科目名 スクーリング

コード 単位 開催地 日　程 申込期

2年
次～

美術科教育法Ⅱ 2200301001 2 京都 2025年1月17日（金）～1月19日（日） 冬期

介護等体験
介護等体験事前指導 2000101001 0 京都 2025年2月23日（日） 冬期

3年
次～ 教育実習事前指導 2200601001 0 京都 2025年2月21日（金）～2月22日（土

）
冬期

4年
次～

教職実践演習
（中・高）

2200501001 2 京都
2025年1月11日（土）～1月12日（
日） 秋期

【注意事項】
・「美術科教育法Ⅱ」　　：�履修の前提条件が定められています。受講申し込みまでに「デザイン基礎1」「美

術科教育法Ⅰ」の合格および指定期日までに事前課題の提出が必要です。
・「介護等体験事前指導」：スクーリング申込手続とは別に「介護等体験登録申込書」の提出（10月1日～15日【必

着】）が必要です。「介護等体験事前指導」を受講した翌年度に「介護等体験」
（7日間）を行います。

・「教育実習事前指導」　：次年度に卒業および教育実習予定であり、教育実習の手続き（実習校からの内諾
をうけて研究室に「内諾書」を提出済、あるいは「指定校実習登録願」を提出済）
を完了していることが必要です。

・「教育実習」　　　　　：受講要件が定められています。詳細は『8.「教育実習」』を参照してください。

6. 申請が必要な各種手続
以下は主な手続きを掲載しています。必ず各自に必要な手続き、申込方法等を確認すること。

時期 必要な手続き 対象者 提出先 参照先

4月～5月30日【必着】 「指定校実習登録願」提出 
（指定校出身者のみ申請可能）

次年度に京都市立中で教育実習を
希望する人 研究室

p.10

4月～9月1日【必着】 「指定校実習登録願」提出 
（指定校出身者のみ申請可能）

次年度に京都市以外の指定校で教
育実習を希望する人 研究室

4月～9月1日【必着】 「教育実習依頼書送付願」提出 
（実習希望校の内諾後に提出）

次年度に出身校等での教育実習を
希望する人 研究室� p.8

10月1日～15日【必着】
「教員免許状一括申請希望届」提出 今年度末に教員免許状の一括申請

を希望する人 研究室� p.15

「介護等体験登録申込書」提出 次年度に介護等体験を希望する人 研究室� p.13
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7. 履修モデル
�卒業と同時に教員免許状を取得するには、卒業要件を満たすと同時に教職課程で必要となる科目を履修しな
ければならないため、綿密な履修計画を立てることが必要です。
下図は標準3年間の履修にあたって特に注意が必要な科目の履修条件等を図示していますので、各科目のシ
ラバスで履修順序や前提となる条件を把握したうえで、履修計画をたててください。
また、課程登録後から「ティーチング・ポートフォリオ」を作成することも必要です。

注）�網掛けは「教育実習受講要件」で定められている科目です。
※1：「美術科教育法Ⅱ」履修の前提条件の科目です。
※2：事前課題を期日までに提出すること。

＜卒業研究・卒業制作着手者の留意事項＞
卒業判定にかかる方は卒業関連科目以外の科目を冬期（1月～3月）に履修することはできません。
これは教職課程（教職に関わる科目・教科に関する科目・免許法施行規則第66条の6の科目）においても同様
です。
ただし、「教職実践演習（中・高）」のみ冬期開講科目のため、履修の前提条件を満たされている場合は卒業判
定にかかる方の履修を認めています。

ス
ク
ー
リ
ン
グ
（
S
）
科
目

テ
キ
ス
ト
レ
ポ
ー
ト
（
T
R
）
科
目
・
テ
キ
ス
ト
作
品
（
T
W
）
科
目

登録1年目 登録2年目 登録3年目＝卒業年次

卒
業
　
・
　
教
員
免
許
状
取
得

教職実践演習（中・高）

美術科教育法Ⅰ ※1

介護等体験7日間（学外） 教育実習3～4週間
（学外）

卒業研究・卒業制
作に着手

美術科教育法Ⅱ※2

卒業研究、制作着手要件
（仮要件）の充足

ティーチング・ポートフォリオ作成

工芸基礎1 

彫刻基礎2 
工芸基礎2 
デザイン基礎2 

介護等体験事前指導 教育実習事前指導

「教科に関する科目」

TR

教師論TR

教育原理TR

教育心理学TR

教育制度論TR

教育課程論TR

道徳教育の理論と実践TR

教育方法TR

デザイン基礎1 ※1TW

彫刻基礎1TW

TR

TW

特別活動の指導法 TR

生徒・進路指導論 TR

教育相談 TR

S S

S
S

TW
TW
TW

※2

美術史（日本史）1TR

美術史（日本史）2TR

絵画基礎1 TW

絵画基礎2 TW

S S
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8.「教育実習」
�教育実習は教職を志す者が教職課程で学んできたことを実際の教育現場で実践する体験を通じて、教師とし
て必要な知識、技能を修得するためのものです。したがって、実際に教壇に立って授業を行う社会的責任も
伴い、それをなし得るだけの学力も身につけておかなければなりません。コース専門教育科目および教職関
連科目の両方について十分な知識、技能を習得したうえで教育実習に臨むことができるよう、「教育実習受
講要件」の充足が必要とされます。

（1）時期・期間
　�教育実習は、教員免許状取得年次（＝卒業年次）の5～11月（5・6月が最も多い）に、3週間の期間（正確には15
日間・120時間以上）で原則として出身の中学校または高等学校で行います。実習日程は各自の都合で決め
ることはできません。時期は実習校から指定されます。内諾をお願いする際に実習時期を確認してくださ
い。また、実習期間中は仕事等がある場合でも教育実習を優先することが実習申込の前提となります。コー
ス専門科目のスクーリングについても「教育実習」が優先されることを念頭におき、学習スケジュールを
調整してください。なお、教育実習期間は3週間の場合が多いですが、実習校によっては4週間になるとこ
ろもあります。

（2）教育実習受講要件
　�教育実習に行くためには、実習を行う前年度までに次の要件の充足が必要です。以下①～⑦を充足できな
い場合は実習校が決定していても教育実習を辞退することになりますので、十分注意して学習を進めてく
ださい。
①�教育実習に行く前年度末までに卒業研究・卒業制作着手要件を満たしていること
②教育実習に行く前年度末までに以下の必要な科目の単位を修得していること

科目名/科目区分 要件 単位数 S/T区分 備考

教
職
に
関
す
る
科
目

美術科教育法Ⅰ

必修

2 TR
美術科教育法Ⅱ 2 S 履修の前提条件を必ず確認すること
教師論 2 TR
教育原理 2 TR
教育心理学 2 TR
教育制度論 2 TR
教育課程論 2 TR
道徳教育の理論と実践 2 TR 旧科目名：道徳教育の研究�※
教育方法 2 TR
教育実習事前指導 0 S

教
科
に
関
す
る
科
目

絵画基礎1

必修

2 TW
彫刻基礎1または立体造形演習1 2 TW

デザイン基礎1 2 TW
デザイン科の方は所属コースの専門
教育科目として開講されている「デザ
イン基礎1」を履修すること。

工芸基礎1 2 TW
美術史（日本）1 2 TR

旧科目名：日本美術史※
美術史（日本）2 2 TR

※旧科目で単位修得済みの場合は履修不要。

③�教育実習に関する手続きを滞りなく行うこと
④心身ともに万全の状態で教育実習に臨むことができ、実習校の正常な教育を妨げるおそれのない者
⑤ 教師として基本的な次の資質を備えていること［教職に対する強い情熱、総合的な人間力（豊かな人間
性や社会性、常識と教養、礼儀作法をはじめ対人関係能力、コミュニケーション能力などの人格的資質）］
教師としてふさわしくないと判断された場合は実習校が決定した後であっても、教育実習を辞退してい
ただきます
⑥教職につく意志の強固な者
⑦�全ての科目のGPAが2.0以上であること
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（3）実習校の確保
　�教育実習は地方校実習と指定校実習に大別されます。原則として本人の出身校や自己開拓で見つけた中学
校または高等学校（最寄校や縁故のある学校等）で行いますが、出身校が指定校に定められている場合は教
育委員会の指示に従って大学が手続きを行い、実習校の配当を受けます。指定校実習の受入依頼時期は大
学が把握しますが、地方校の場合は学校や所轄教育委員会により異なります。早いところでは実習の前年
度初めまでに内諾を得なければいけない場合や先着順のところもありますので、早めに実習校確保にむけ
た活動を行うよう注意してください。なお、実習先は中学校・高等学校のどちらでも構いませんが、必ず
最低3週間、実習教科は美術で依頼してください（2週間の実習では本学の「教育実習」（5単位）として認め
られません）。また、本学では現職の教職員の方が勤務先で教育実習を行うことを認めていません。
　�教育実習は、教員を目指して採用試験を受験することが前提のため、教員採用試験の受験資格を満たさな
い方は教育実習の受け入れが困難な場合もあります。教育実習を希望する学校の情報収集は、課程登録時
から行うようにしてください。また、教科の専任教諭がいない学校では教育実習生の受け入れをしない場
合が大半です（高等学校美術がこれに該当することが多い）。

地方校実習
　�出身校や自己開拓で見つけた学校での教育実習を希望する場合は、各自が希望校と交渉して内諾を得てく
ださい。大学が実習校を斡旋・紹介することは行っていません。各自で内諾を得た後に、大学より正式な
依頼をします。ただし、「教育実習依頼書送付願」提出時点ですでに教育実習受講要件の一つでも満たせ
ないことが確定している場合は、「教育実習依頼書」および「内諾書」の発行は行いません。

〈依頼〜教育実習開始までの流れ〉
時　　期 手続き内容 対　　象

4月～6月頃
※�なるべく早めが望ましい

実習希望校に電話連絡および受入の可
否確認 学生→実習希望校

4月～9月1日【必着】 「教育実習依頼書送付願」提出 学生→研究室

「教育実習依頼書送付願」受理後 「教育実習依頼書」、「内諾書」を送付 研究室→学生

実習校と調整の上決定 「教育実習依頼書」、「内諾書」、「返信用
封筒（宛先明記・84円切手貼付）」を提出 学生→実習希望校

随時（11月頃まで） 「内諾書」送付・提出 実習希望校または学生→研究室

冬期（1～3月）
スクーリング申込 「教育実習事前指導」スクーリング申込手続 学生→大学

翌年2月 「教育実習事前指導」スクーリング受講

翌年4月以降 教育実習開始
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次年度教育実習の依頼方法

実習校へ電話連絡　

実習受付の締切時期が早い場合もあるので4月～6月頃など早い時期に、まずは電話で実習の申し込み
をし、�　いつごろ訪問して教育実習依頼関係書類等を届ければよいかを尋ねてください。
多忙な教育現場で受け入れてくださる先生方に対して教師を志望する熱意が伝わるよう、誠意ある態
度でお願いしてください。実習校訪問は夏休みに入ってからでよいとの回答が多いですが、なかには
早期の文書提出や学校訪問を求められる場合もあります。※FAXでの連絡は絶対にしないこと。

大学に「教育実習依頼書送付願」を提出（9月1日【必着】）

「教育実習依頼書送付願」受理後、大学より「教育実習依頼書」と「内諾書」を登録住所宛に送付します。

実習校への訪問

学校に着いたら訪問の用件を伝え、担当者（教務主任や教頭など）に面会をお願いしてください。担
当者に次年度の実習のお願いをし、「教育実習依頼書」と「内諾書」を渡します。
その場で内諾書に記入してもらえたら受け取り、教職課程研究室に提出してください。内諾書の作成
が後になる場合には、返信用封筒（宛名明記・84円切手貼付）を渡して大学へ送付してもらうよう依
頼してください。

内諾書を大学へ提出する

実習校の内諾書は遅くとも実習に行く前年度の11月頃までに大学に提出してください。実習校の都合
で内諾書の提出が遅れる場合は、必ず研究室に連絡してください。

【受け入れを断られた場合】
断わられる場合には他校を紹介していただけることが多いですが、何も言われなかった場合は先方に紹介
をお願いしてください。それでも難しい場合は居住地を管轄する教育委員会へ相談してください。また、
その状況を速やかに教職課程研究室にも報告してください。
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指定校実習
（指定校出身者に限る）

�教育実習希望校が次のいずれかに該当する場合には、本学より一括して所轄教育委員会へ申請を行いますの
で個別交渉はできません。「指定校実習登録願」を研究室に提出し、指定校における教育実習を希望する旨を
申し出てください。実習校の配当・実習期間の決定はすべて教育委員会により行われ、大学に通知がありま
す（例年実習を行う年の4月から5月頃）。教育委員会から連絡があり次第、個別に連絡します。

京都市立学校※1、神戸市立中学校※2、名古屋市立中学校、姫路市立中学校、北九州市立中学校、
豊中市立中学校　ほか
※�上記以外の地域でも大学からの一括申請のみ受け入れとする学校がありますので、その場合は
早急に「指定校実習登録願」を研究室へ提出してください。

指
定
校

※1）�教育委員会主催の「教育実習研修会」への出席が必須です。京都市立学校で教育実習を希望する場合
は、�5月30日【必着】までに「指定校実習登録願」（本ガイド綴じ込み書式）を提出してください。
※2）�中学校での美術の教育実習の受け入れが難しく、教育委員会から配当を受けることができない可能性
があるため、できる限り高等学校（出身校等）に教育実習の依頼をしてください。

〈依頼〜教育実習開始までの流れ〉
時　　期 手続き内容 対　　象

京都市立校
　5月30日【必着】
その他の指定校
　9月1日【必着】

「指定校実習登録願」提出 学生→研究室

指定された期間 指定校実習申込 実習校配当通知 研究室 教育委員会
冬期（1～3月）
スクーリング申込

「教育実習事前指導」スクーリング申込
手続 学生→大学

翌年2月 教育実習事前指導スクーリング受講
翌年4月下旬～5月初旬 実習校の詳細等を連絡、通知 研究室→学生

（4）教育実習の準備〜実習終了後の手続き
「教育実習事前指導」スクーリング時に詳細を説明しますが、流れは以下となります。

実習前の準備
①「教育実習事前指導」スクーリングを受講してください。その際、次の書類等を配付します。
・教育実習生カード　・教育実習成績報告票　・レターパック（「成績報告票・実習簿」返却用）
・教育実習生調査票　・教育実習簿
②�実習校での事前説明会の日時を確かめて、説明会時に「教育実習生カード」「教育実習成績報告票」「レ
ターパック」を実習校に提出してください。その際に実習内容、準備物についてわかる範囲で尋ねてお
いてください。教科書を自分で用意する必要がある場合は出版社名などを聞き早めに手配してください。
③�実習を行う年度初めに「教育実習生調査票」を研究室に提出します。
④「�教育実習簿」については各自で保管しておきましょう。
⑤�「麻疹抗体確認結果報告書」等の提出が必要な学校で実習を行う場合には個別に通知するので、医療機
関にて検査を受け、指定された期日までに研究室へ検査結果を提出します。
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実習期間中
①全般的な注意
・期間中は教育実習に専念してください。教育実習は実習校における一教員として服務するものであ
り、実習校の指示にしたがい、実習に励まなければなりません。
・欠席や遅刻は厳禁です。やむを得ない場合は、直ちに大学および実習校に連絡してください。
・私的交際は厳に慎んでください。また、生徒の個人情報の管理は厳正に行いましょう。

②実習校訪問
・�本学の教育実習校訪問は、教員が日帰りで訪問できる学校（近畿・関東地方中心）としているので、
実習校より訪問指導について問い合わせがあった場合にはそのように伝えてください。ただし、実
習校の意向により研究授業参観等の教員訪問が必要な場合には速やかに研究室まで連絡してください。
・訪問は主に教職課程担当教員が担当します。できれば授業、特に研究授業の日に訪問できるよう日
時を実習校と相談してください。
・担当教員が訪問可能な日時を実習生に連絡するので、実習校と訪問日時の最終調整を行ってください。
・�教員訪問が可能な日時等が最終確定したら研究室へ確定連絡をしてください。

実習終了後
・終了後1週間以内に実習校宛に手書きの礼状を出しましょう。
・教育実習レポート等の事後提出物を大学に提出してください（詳細は「教育実習」シラバス参照）。

（5）実習費用等

・その他諸費用
学校により、実習前に麻疹の抗体検査（検査結果によって抗体値が低い場合にはワクチン接種も追加で必要）
が必要な場合もあります。

（6）教育実習の辞退手続
教育実習受講要件を満たすことができず教育実習を辞退する場合には、実習前年度に以下の手続きを実習
予定校および教職課程研究室あてに行ってください。なお、実習当年度での辞退は実習校に迷惑がかかり
ますのでしないこと。
・教育実習受講要件を満たせないことが確実になった時点で内諾を得ている実習校へ電話連絡をし、次年
度の教育実習辞退の旨を伝えてください。その後の訪問等は実習校の指示に従ってください。
・教職課程研究室へ「教育実習辞退届」（本ガイド綴じ込み書式）を郵便またはFAXにて送付してください。
辞退届の到着後、研究室から実習校へ正式な辞退届を送付します。

費　　目 金　額
教育実習費 30,000円

「教育実習事前指導」スクーリング受講料 9,000円
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9. 介護等体験
1998年度より小学校および中学校の教員免許状の取得要件として、7日間の介護等体験が必要となりました
（内訳は社会福祉施設において5日間、特別支援学校において2日間）。これは単位認定されるものではありま
せんが、この体験を行わなければ教員免許状を取得することができません。卒業予定年次には教育実習や卒
業研究・卒業制作に集中するために、可能な限り卒業年次の前年度までに介護等体験を行えるよう、申込手
続等を確認して計画を立ててください。

（1）介護等体験受入先および体験期間
　�介護等体験の受入先は、各都道府県の社会福祉協議会や教育委員会が調整をして決定します。体験期間は、
決定した受入先の社会福祉施設や特別支援学校が定めた期日で行います。
・社会福祉施設（連続する5日間が基本）
�高齢者の施設、児童福祉・障害児にかかわる施設、障害者（身体、知的、精神障害者）にかかわる施設、
生活保護にかかわる施設など
・特別支援学校（連続する2日間が基本）

（2）介護等体験の内容
　�法（介護等体験特例法）第2条第1項にいう「障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等
の体験（介護等の体験）」とは、介護、介助のほか、障害者等の話し相手、散歩の付添いなどの交流等の体験、
あるいは掃除や洗濯といった、障害者等と直接接するわけではないが、受入施設の職員に必要とされる業
務の補助など、介護等の体験を行う者の知識・技能の程度、受入施設の種類、業務の内容、業務の状況等
に応じ、幅広い体験が想定される（文部事務次官通達、1997年）、とされています。特別支援学校について
は『新フィリア介護等体験ガイドブック』を、社会福祉施設については『よくわかる社会福祉施設−教員免
許志願者のためのガイドブック』を参考にしてください（いずれも「介護等体験事前指導」スクーリング開
講日の1ヶ月前を目処に配本／テキスト代は後日引落）。

（3）介護等体験に行くための要件
　介護等体験を行うためには、下記の要件を全て満たすことが必要です。
①介護等体験を予定している前年度に「介護等体験登録申込書」を研究室に提出済みであること
②指定された期間・受入施設で体験ができること（決定された体験先・体験期間の変更は不可）
③介護等体験を予定している前年度に「介護等体験事前指導」スクーリングを受講していること
④教職に関する科目のうち5科目以上単位修得済であることが望ましい
⑤心身ともに万全の状態で体験に臨むことができ、実施校および実施施設の方針や日常業務を妨げるおそ
れのない者であること
⑥下記2冊のテキストを読み、事前学習に努めること
・『新フィリア介護等体験ガイドブック』ジアース教育新社
・『よくわかる社会福祉施設−教員免許志願者のためのガイドブック』全国社会福祉協議会
⑦健康診断・細菌検査を受けること（証明書提出が必要な場合のみ）
・��受入施設/学校によっては健康診断証明書の提出が必要なところがあります。一般的な健康診断検査
項目は次の内容ですので、受入施設/学校から特に指示がない場合は下記項目で検査してください。
　［一般的な健康診断検査項目］身長・体重・尿検査・視力・聴力・胸部Ｘ線検査（胸部Ｘ線検査は必須）
・��受入施設によっては健康診断書に加えて細菌検査結果報告書の提出が必要な場合があります。細菌検
査の結果が出るまでには1週間から10日程かかりますので、体験実施要項等を確認し、必要な場合に
は時間的余裕を持って検査を受けてください。
　［主な細菌検査項目］サルモネラ、腸チフス、パラチフス、赤痢菌、O-157
・���学校によっては麻疹の抗体検査結果報告書の提出が必要とされるところもあります。
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（4）申込手続
　�受入先となる特別支援学校については各都道府県教育委員会、社会福祉施設については各都道府県社会福
祉協議会へそれぞれ大学が体験希望者を取りまとめて申入手続きするため、学生個人での申請はできませ
ん。原則、住所地の施設等での体験になります。申請時期や期間については都道府県によって異なるため、
各自に研究室より通知します。

①�次年度に介護等体験を希望する者は、「介護等体験登録申込書」（本ガイド綴じ込み書式）を10月1日～10

月15日【必着】の期間に研究室に提出すること。教職課程に登録した年度以降であれば申込可能で
す。今年度に教育実習に行く予定でまだ介護等体験を終了していない場合（次頁の「介護等体験の履修不

要者・免除者」は除く）は、必ず介護等体験を申し込んでください。
②�今年度中に必ず「介護等体験事前指導」スクーリングを受講してください。スクーリングの際に、「介護

等体験登録申込書」に記載された「体験希望地」の申請書類を各自に配付します。
③�手続方法および申請期間は各都道府県の社会福祉協議会および教育委員会によって異なります。決定
後、随時大学より個別に決定通知と関連書類を送付するので、大学からの指示に従ってください。
※勤務先がある場合は職場を離れて介護等体験に専念する必要があるため、予め調整してください。

〈介護等体験の流れ〉
時　　期 手続き内容 対　　象

10月1日　 ～10月15日  　【必着】 「介護等体験登録申込書」提出 学生→研究室

冬期（1～3月）スクーリング申込 「介護等体験事前指導」スクーリング
申込手続 学生→大学

2月 「介護等体験事前指導」スクーリング受講

2月～4月頃（随時） 各社会福祉協議会、各教育委員会への申請 研究室→都道府県各機関

4月～9月頃（随時） 介護等体験受入先決定通知の送付 各機関→研究室→学生

5�月頃～1月頃

介護等体験実施
・社会福祉施設（連続する5日間）
・特別支援学校（連続する2日間）

学生

全ての体験終了後1週間以内に「介護等体験
証明書」のコピー、「介護等体験記録」を提出 学生→研究室

【注意事項】
・��事前オリエンテーションの有無、初日の集合時間や場所、服装、履物、持ち物、弁当持参の要不要につい
て等、大学から送付する要項を確認すること。
・��茶色い頭髪は事前に黒く染め直しておくこと。体験中はピアスや指輪等の装飾品は身に着けないこと。
・��全ての体験終了後に研究室へ提出する「介護等体験証明書」は、原本ではなくコピーを提出すること。
原本は教員免許状申請時に必要なので、各自で責任をもって大切に保管すること。紛失等の場合は再度
体験が必要となる。

・��本学で教員免許状の一括申請を希望する場合は「教員免許状一括申請希望届」の提出時に原本を一緒に
提出すること。

【注意事項】
東京都、神奈川県、大阪府の特別支援学校についてはそれぞれの都府県内にある大学の学生以外は
受け入れをしてもらえないため、該当する地域に居住する方には、京都府内で介護等体験を行って
いただきます。
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（5）体験費用等

費　　目 金　額
介護等体験費 11,000円

テキスト（2冊分／本体） 　　2,000円（本体価格）

「介護等体験事前指導」スクーリング受講料 5,000円

・��都道府県へは年度初めに体験費用を振り込み、受け入れ調整が行われますので、体験申込手続後にやむ
なく辞退をする場合も体験費は返金できません。
・��テキストは「介護等体験事前指導」スクーリング開講日の1ヶ月前を目処に送付します（有料）。すでに
テキストを入手済など不要の場合は、コンシェルジュより連絡してください。送付手続後の不要連絡や、
スクーリングの受講申し込みを取り消した場合もテキスト（2冊分）の代金は返金できません。
なお、テキスト代金は改定される場合がありますので、予めご了承ください。
・その他諸費用
　特別支援学校………�学校により証明書発行手数料が必要。（都道府県により金額が異なる/各自負担）
　社会福祉施設………�施設により昼食代の徴収あり。
・��体験先によっては健康診断や細菌検査、麻疹の抗体検査（検査結果によって抗体値が低い場合には、ワク
チン接種も追加で必要）が必要な場合があります。その際は検査費用等が別途かかります。

（6）体験終了後
　�社会福祉施設（5日間）、特別支援学校（2日間）の両方の体験終了後は、速やかに「介護等体験証明書」の
コピーおよび「介護等体験記録」を研究室へ提出すること。体験終了後は、それぞれ体験を行った施設・
学校へお礼状を出すこと。大学に提出する事後レポート等はありません。各自治体より感想文等の提出
を求められる場合には、最初に送付する要項にて個別にお知らせします。

（7）介護等体験の履修不要・免除
　�以下に該当する方は介護等体験が履修不要あるいは免除となります。必要な書類を教職課程研究室へ提出
してください。

介護等体験履修不要・免除 必要な提出書類
小学校または中学校の教員免許状をすでに所持している方（た
だし、免許法第6条別表第3教育職員検定または同法第16条の2
教員資格認定試験により免許状を取得した方は除く）

所持する免許状のコピー
（裏書きがある場合は両面とも）

教員免許状取得には至らなかったが、入学以前に介護等体験を
修了し、すでに「介護等体験証明書」の発行を受けている方 「介護等体験証明書」のコピー

介護等に関する専門的知識および技術を有する方
�・保健師　・助産師　・看護師　・准看護師
�・特別支援学校の教員の免許を受けている方
�・理学療法士　・作業療法士　・社会福祉士
�・義肢装具士

資格等の証明書あるいは免許証のコピー
（裏書きがある場合は両面とも）

身体上の障害により介護等の体験を行うことが困難な方
（身体障害者福祉法に規定する身体障害者のうち、身体障害者
手帳の交付を受け、その障害の程度が1級から6級である方）

身体障害者手帳の氏名および級数が記
載されているページのコピー
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10. 教員免許状の申請手続き
�教育職員免許法で定められた基礎資格（学士学位の取得）を得て必要単位を修得し、介護等体験を行った者は、
都道府県教育委員会に申請することによって、中学校および高等学校教諭の教員免許状が授与されます。免
許状申請には一括申請と個人申請の2つの方法があります。

一括申請
　�卒業と同時に教員免許状を取得しようとする者に代わって、大学が一括して京都府教育委員会へ免許状の
申請を行うのが「一括申請」です。この一括申請を希望する場合は、申請資格や対象者等、以下の事項を
確認のうえ所定の手続きをとってください。

　（1）申込受付期間等

提出期間 10月1日　～10月15日　【必着】

提出書類
①教員免許状一括申請希望届（本ガイド綴じ込み書式）
②介護等体験証明書の原本（該当者のみ。申込時点で体験未終了者は終了次第提出）
③免除根拠となる資格等証明書あるいは免許状等の写し（該当者のみ）

提 出 先 教職課程研究室

　　書類①：取得を希望する免許状全てに○をつけること。
　　書類②：体験終了者は「介護等体験証明書」の原本を提出。
　　書類③：�介護等体験の履修不要者・免除者は、その根拠となる免許状等の写しを必ず提出すること。

大きさはＡ4サイズとし、免許状の記載等が両面にわたる場合は両面の写しを提出すること。

(2) 対象者
①教職課程に受講登録している方
②今年度中に卒業できる見込みであること。

　（3）一括申請の流れ
　　教員免許状の一括申請の流れは次のようになります。

時　　期 手続き内容 対　　象

10月1日～10月15日【必着】 「教員免許状一括申請希望届」提出 学生→研究室

11月中旬～11月下旬
教員免許状授与申請書を送付 研究室→学生

授与申請書を含む一括申請必要書類の提出 学生→研究室

3月上旬の卒業判定日以降 最終の免許状授与申請手続�※1 研究室→京都府教育委員会

3月下旬 教育職員免許状の授与�※2 研究室→学生

※1：卒業不可もしくは免許状取得要件未充足の場合には申請を取り下げます。
※2：京都府教育委員会から発行された教員免許状を研究室から郵送します。

　（4）免許状申請手数料
　�京都府では、免許状申請手数料として1件につき3,360円が必要です（中学校・高等学校双方の免許状を申
請する場合は6,720円となります）。手数料の徴収方法はairU学習ガイド＞8.学費＞口座引落の【注意事項】
5点目を参照。

15



個人申請
　�一括申請手続きを行わない場合は全て個人申請となり、居住地あるいは勤務先学校所轄の教育委員会に各
自で免許状の申請を行います。早めに教育委員会に問合せて申請要項などを取り寄せ、準備をしてくださ
い。

（1）対象者
①�教育職員免許法第5条別表第1以外で申請をする方
②一括申請の申込受付期間に申請しなかった方

（2）個人申請に必要な証明書
�個人申請の際には「学力に関する証明書」が必要です。「成績証明書」ではありませんので、注意してくだ
さい。希望者は証明書の交付を受けた後、居住地あるいは勤務先学校所轄の教育委員会に免許申請を行っ
てください。

（3）「学力に関する証明書」発行申込方法
　�airU学習ガイド＞13.書式集の「証明書交付願（正科生用）」を提出してください。

　記入にあたっては、以下に注意すること。
①�提出先と使用目的の欄には、申請先の都道府県教育委員会名と個人申請を行う旨を明記すること。�
② 「学力に関する証明書」の欄に必要通数の合計を記入すること。中学校、高等学校ともに申請する
場合
は証明書がそれぞれ1通ずつ、合計2通必要になります。
③備考欄の※2の項目を忘れずに記入すること。
④�免許法第6条別表第4など、申請の根拠とする法令を備考欄の余白に明記しておくこと。
⑤�都道府県指定の申請書類に本学が必要事項・修得単位数などを記入する必要がある場合は、所定の証
明書用紙と証明書記入要領等（教育委員会から渡された場合のみ）を同封すること。
⑥�本学で介護等体験を行っている場合は、「証明書交付願」のその他の欄に「介護等体験証明書返却希望」
と明記すること。（2017年度以前の体験実施者のみ）

（4）その他
��都道府県教育委員会によっては、年度末に管轄圏内の大学からの一括申請に対応するため個人申請を受
け付けない期間を設ける場合があります。
��免許状の授与は申請する都道府県によって異なりますが、申請から発行まで2～3か月要する場合が多い
ようです。詳細は申請先の都道府県教育委員会に確認してください。
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11.「ティーチング・ポートフォリオ」の作成
�「教職実践演習（中・高）」という、教育実習を終えた学生を対象に4年次後期（卒業年次）に開講する科目があ
ります。この科目では、これまでの教職課程の履修を通じて教師として必要な専門知識や技能が確実に身に
付いているか明示的に確認し、不足を補うような内容になっており、教職課程の総まとめとして位置づけら
れています。この科目の履修には「ティーチング・ポートフォリオ」の作成が必要となります。これは教職関
連科目全体の履修状況を把握し、自分が教職課程の各科目の中で何を学んだのかを振り返るとともに、今後
どのような学習が必要なのかを自分で考える手がかりとすることを目的に作成します。そのため教職関連科
目の履修開始時から各自で「ティーチング・ポートフォリオ」の作成が必須となります。作成にはairUマイペー
ジを利用しますのでインターネット接続環境が整ったパソコンの所有と基本操作能力が必要です。なお、
2012年度までに「総合演習」を単位修得している場合には「教職実践演習（中・高）」の履修は不要です。

（1）作成時期
教職関連科目の履修開始時から教員免許状取得までの間、継続して作成します。

（2）構成内容
�「①教職関連科目の履修状況（教職に関する科目）」「②教職関連科目の履修状況（教科に関する科目）」「③
教職に関するボランティア経験等の状況」「④自己評価シート」「⑤教員免許状取得に必要な科目（TR・
TW科目）の添削指導評価書またはairU添削指導画面」「⑥教員免許状取得に必要な科目（スクーリング科
目）の事前・事後課題」（事前・事後課題が課されている科目のみ／作品の場合は不要）「⑦介護等体験記録」
（本学履修者のみ／特別支援学校・社会福祉施設両方の記録）「⑧教育実習簿」（本学履修者のみ）により構
成されます。

（3）作成方法
1. ��airU学習ガイド＞10.資格＞教職課程からダウンロードして保存した次頁の書類①～④の作成方法を
確認する。
※�書式データはシートごとに4種類の書式に分かれているので注意すること。

2. �書類⑤～⑦は履修の際に各自で印刷またはコピーをとり随時保管します。書類⑧は冊子を保管します。
3. 作成方法に従って必要事項を随時記入する。各書類の【記入例】の欄は削除して使用すること。
4. �書類①～②については履修後、科目ごとに随時入力して保存しておく。免許法施行規則第66条の6に
定める科目については、本学で履修した人は各自で同様にまとめておくこと。書類③については活動
後に記入する。書類④については毎年度末に記入する。
5. �欄が足りなくなった場合は、適宜欄を増やすなどして使用する。

6. �提出前に各書類を印刷し、その他書類とともにファイルに綴った状態で提出する。
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書類①「教職関連科目の履修状況（教職に関する科目）」

書類②「教職関連科目の履修状況（教科に関する科目）」

書類③「教職に関するボランティア経験等の状況」

書類④「自己評価シート」

書類①「教職に関する科目」
書類②「教科に関する科目」
履修した科目について、「単位」、「修得
年度」、「教員名」、「評価」、「学んだこ
と（十分に習得できた点・今後改善が
必要な点）」（200字以内）を記入。成績
評価がまだ出ていない場合は、「修得
年度」欄に「履修中」と記す。「教科に関
する科目」については、『airU学習ガイ
ド』を参照し、各コースで定められた
科目名を「授業科目名」欄に各自で記
入。未履修科目を記入する必要なし。
既修得単位認定された科目については
「評価」欄に「認定」と記入し、「学んだ
こと」欄を記入しておくこと。科目の
記入順序は不問。

書類③「教職に関するボランティア経
験等の状況」
ボランティア活動や、教職に関する活
動があれば随時記入。活動がなければ、
「なし」と記入。内容については、「名称」
「期間」「場所」「活動内容」「学んだこと」
などの項目について記入。

書類④「自己評価シート」
毎年度末に自己評価を行う。
（1）�必要な資質能力についての自己評
価では、1～5の5段階評価で、項目
ごとに該当する数字を記入。
��※3年度分記入できる様式になって
いるが、3年を超えて履修する場合
はその都度各自で新しいシートを
作成して、全て提出。

（2）�教職を目指す上で課題と考えてい
る事項では、以下の項目について
項目ごとに200字以内で記入。

A：教職に関する科目の理解について
B：教科に関する科目の理解について
C：�教師としての使命感、責任感、こ
どもへの教育的愛情について

D：社会性、対人関係能力について
⇒A～Dは毎年度末に自由記述。
E：生徒理解、学級経営について
⇒Eは4年次の教育実習終了後に自由
記述。
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書類⑤「�教員免許状取得に必要な科目（テキストレポート科目（TR）・テキスト作品科目（TW））全てのairU添
削指導画面または添削指導評価書」※1

書類⑥�「�教員免許状取得に必要な科目（スクーリング科目）の事前・事後課題」（事前・事後課題が課されている
科目全て／作品の場合は不要）※2

書類⑦「介護等体験記録」（履修者のみ／特別支援学校・社会福祉施設両方の記録）※2 ※3
書類⑧「教育実習簿」（本学「教育実習」履修者のみ）※3
※1）TR科目の課題の場合、本文の保管は任意とする。
※2）大学へ提出後は原則返却しないため、課題提出の際はコピーしておくなど注意すること。
※3）本学での履修者のみ綴ること（免除者は不要）。

（4）「ティーチング・ポートフォリオ」の保管方法
① 任意ファイル（例：紙製フラットファイル、A4版）を各自で用意する。
②　【表紙】【背表紙】に以下のとおり記載し、必要書類を随時保管していく。
③ 綴る順序は右下の図のとおりにすること。

（5）提出時期
1回目･･･「教育実習事前指導」スクーリング（教育実習に行く前年度に受講）にて提出。担当教員が内容

を確認後、返却します。
　　2回目･･･「教職実践演習（中・高）」スクーリングにて提出。担当教員が内容を確認後、返却します。

【注意事項】
・�「ティーチング・ポートフォリオ」の提出がない場合、「教育実習」および「教職実践演習（中・高）」の単位は修
得できません。各自で責任をもって保管してください。
・�「ティーチング・ポートフォリオ」には書類①～⑧以外に、ボランティア活動の報告書や教育実習時に作成
した学習指導案、各科目のレポート課題本文など、教職課程で学んだことを振り返りやすいように、適宜
綴る書類を追加しても構いません。

「
京
都
芸
術
大
学
通
信
教
育
部

教
職
課
程
　
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
・

ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
」
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12.テキスト・教材
（1）テキスト
教職課程に関わる科目のテキストは、個別請求（有料）となります。請求方法については、airU学習ガイ
ド＞4.教材・テキストを確認してください。購入代金は指定の口座より引落となります。また、「教科に
関する科目」の学部共通専門教育科目やコース専門教育科目および「免許法施行規則第66条の6に定める
科目」の総合教育科目のテキストについては、一斉送付や個別請求（無料／有料）などがあります。詳細は
airU学習ガイド＞4.教材・テキストを参照してください。

科目名 テキスト名 本体価格
（税別）

物品
コード

教師論�
教育原理�
教育課程論

教育の現在［改訂版］ 1,900円 1202001

教育心理学 精選　コンパクト教育心理学 2,000円 1202002
教育制度論�
道徳教育の理論と実践�
教育方法

教育学の基礎と展開〔第3版〕 1,900円 1202003

美術科教育法Ⅰ・Ⅱ 美術科教育の基礎知識〔四訂版〕 2,700円 1202004

特別活動の指導法 未来の教師におくる特別活動論 2,000円 1202005

生徒・進路指導論 生徒指導のための実践テキスト 2,000円 1202006
教育相談 新しい学校教育の展開 1,200円 1102001
絵画基礎1・2�
彫刻基礎1・2�
デザイン基礎1・2�
工芸基礎1・2

ベーシック造形技法 2,300円 1202007

絵画基礎1・2�
彫刻基礎1・2�
デザイン基礎1・2�
工芸基礎1・2

美術資料（H24新版） 686円 1202008

絵画基礎1・2�
デザイン基礎1・2 ［補助教材］映像メディア表現（DVD-R）� 　※　 1,300円 1902001

※内容は2010年度までの「映像メディア表現（VHSビデオ）」と同じです。
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（2）教材
①大学指定の教材
以下の科目の課題では大学が指定する教材を使用します（詳細は各科目のシラバス参照）。
�履修の際はテキスト同様、個別請求（有料）となります。購入代金は指定の口座より引落となります。

科目名 教材・素材名（販売単位） 本体価格
（税別） 物品コード

彫刻基礎1 立体作品提出用箱 773円 2002003
彫刻粘土1袋（480g）※ 362円 2005001
樹脂製彫塑べら（5本組） 614円 2005002
SN-粘土板 780円 2005003
頭像芯棒 431円 2005004

デザイン基礎 CDケース 345円 2005005
工芸基礎1 堆朱工芸セット（ペンダント） 1,040円 2005007
工芸基礎2 お面木彫素材（バスウッド）�1個 935円 2005006
※制作中に不足した場合は追加で購入してください。

②シラバス
�教職課程のシラバスはWeb版のみとなります。airUマイページより確認してください。
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＊必要であれば本人控えをとって、教職課程研究室宛に送付すること。
＊返信用封筒（定型120mm×232mm程度）には84円切手を貼付、宛先を記入すること。

教育実習依頼書送付願

通信教育部教職課程研究室�御中

　次年度に教育実習を希望しますので、教育実習依頼書を送付願います。

提出日　　　年　　月　　日

学籍番号 コース コース

フリガナ
教職課程
登録年度

西暦� 年度氏　　名

生年月日 昭和�
平成　　　年　　月　　日生 既修得単位認定

いずれかを○で囲んでください。
有　　　／　　　無

現　住　所
（〒　　　　− ）

電話番号 携帯番号

実習依頼校
（町立、市立、私立�
等も必ず記入）

都道 市区町村　立 中学校
府県 私 高等学校

いずれかを○で囲んでください。

出身校である　　　／　　　出身校でない

備　　考

提出期限：9月1日　【必着】

要返信用封筒
（84円切手貼付・宛先明記）
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＊必要であれば本人控えをとって、教職課程研究室宛に送付すること。
＊指定校出身者のみ本書式を提出すること。
＊返信用封筒（定型120mm×232mm程度）には84円切手を貼付、宛先を記入すること。

指定校実習登録願

通信教育部教職課程研究室�御中

　次年度に指定校での教育実習を希望しますので、登録をお願いします。

提出日　　　年　　月　　日

学籍番号 コース コース

フリガナ
教職課程
登録年度

西暦� 年度氏　　名

生年月日 昭和�
平成　　　年　　月　　日生 既修得単位認定

いずれかを○で囲んでください。
有　　　／　　　無

現　住　所
（〒　　　　− ）

電話番号 携帯番号

実習希望�
地域・校種

　（記入例）京都市立　中学校��・�高等学校

市立　　　中学校�・�高等学校（いずれかに○）

出　身　校

小学校

中学校

高等学校

配当もれになっ
た場合の対策

記入例）近隣の私立校にお願いをする

備　　考

提出期限：京都市立校での実習希望者：5月30日　【必着】
　京都市以外の指定校実習希望者：　9月1日　【必着】

要返信用封筒
（84円切手貼付・宛先明記）
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＊必要であれば本人控えをとって、教職課程研究室宛に送付すること。

教育実習辞退届

通信教育部教職課程研究室�御中

　次年度の教育実習を辞退しますので、実習校および教育委員会に辞退手続きをお願いします。

提出日　　　年　　月　　日

学籍番号 コース コース

フリガナ
生年月日 昭和�

平成　　　年　　月　　日生氏　　名

現　住　所
（〒　　　　− ）

電話番号 携帯番号

実習校
（�町立、市立、私立
等も必ず記入）

都道 市区町村　立 中学校
府県 私 高等学校

実習開始日
（予定日）

年　　　月　　　日から　　　週間

辞退理由

備　　考

＊自身でも実習校へ辞退連絡（済・未）
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＊1　必要であれば本人控えをとって、教職課程研究室宛に送付すること。
＊2　大阪府・東京都・神奈川県内の特別支援学校では、所属大学がこれら都府県内になければ体験生

として受け入れてもらえません。居住地がこれらの都府県にある方は、特別支援学校での体験希
望地欄には「京都府」と記入してください。

＊3　社会福祉施設と特別支援学校の両方での体験が必要となりますので、必ず2個所の体験希望地を
記入してください。

介護等体験登録申込書

通信教育部教職課程研究室�御中

　次年度に介護等体験を希望しますので、登録をお願いします。

提出日　　　年　　月　　日

学籍番号 コース

フリガナ 入学年度 年度 　　　

氏　　名
男・女

教職課程
登録年度

西暦� 年度

生年月日 昭和�
平成　　　年　　月　　日生 年　齢 歳（現在）　

現　住　所
（〒　　　　− ）

電話番号 携帯番号

教育実習予定
の有無

※○で囲んでください

・次年度に教育実習の予定がある
　　実習期間：　　　月　　日から　　月　　日まで�／�未定
・次年度に教育実習を予定していない

社会福祉施設（5日間）の体験希望地（都道府県） 特別支援学校（2日間）の体験希望地（都道府県）
（原則として住所地） （原則として住所地）＊2�

特
記
事
項

提出期間：10月1日　〜10月15日　　【必着】

25



＊必要であれば本人控えをとって、教職課程研究室宛に送付すること。

教員免許状一括申請希望届

通信教育部教職課程研究室�御中

　今年度の京都府教員免許状一括申請を希望します。

提出日： 　　　年　　月　　日

取得希望免許状
�希望するもの全てに○を付
けてください。

中学校教諭1種免許状（美術）

高等学校教諭1種免許状（美術）

学籍番号 所属コース コース

フリガナ 本学入学年度 西暦� 年度
氏　　名

（漢字は戸籍のとおりに） 教職課程登録年度 西暦� 年度

生年月日 昭和�
平成　　　年　　月　　日生 改氏名の有無

本学入学後に氏名の変更が

ある　／　ない

現　住　所
（〒　　　　− ） 本籍地

都道府県

電話番号 携帯番号

編入学資格
※編入生のみ記入

編入学資格とした学校名・学部名・学科名を正しく記入してください。
大学 学部 学科
短期大学 学科
専門学校

　　　　在籍：（昭・平）　　　　　年入学～ 年卒業（在学期間　　年）

所持する
免許状の種類

教諭　　種（教科： ）／昭和・平成　　年　　月　　日取得
教諭　　種（教科： ）／昭和・平成　　年　　月　　日取得
教諭　　種（教科： ）／昭和・平成　　年　　月　　日取得

記入例）中学校教諭2種（教科：国語）／平成10年3月10日取得など

単位認定
○で囲んでください。

教職課程　既修得単位認定科目が　　ある　／　ない

介護等体験

○で囲んでください。
・体験免除資格あり（資格： ）　
・体験終了：�特別支援学校 　　　年度　　社会福祉施設　　　　年度
・体験未終了

備　　考

提出期間：10月1日　〜10月15日　　【必着】
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